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１．公募の趣旨 

 

日野市議会では令和５年度より議員及び議会事務局にタブレット端末を配布し、クラウ

ドサービスと併せて運用を開始しました。クラウドサービスの機能を活用したペーパーレ

スの運用を図り、事務の効率化及び紙資源の削減を目的としています。 

 

２．公募概要 

 

(1)名称 日野市議会電子文書運用支援業務委託 

(2)業務内容 別紙仕様書（案）のとおり 

 ※仕様については、変更する可能性があります。 

(3)委託期間 契約の翌日から令和７年１１月２8日 

(4)委託限度額 996,000円（消費税及び消費税相当額含む） 

※本プロポーザルは予算議決前に行うもので、事業の実施を確約するものではありま

せん。 

 

３．応募資格 

  

プロポーザルに参加し、事業を受託する事業者は、以下の要件を満たす必要があります。 

（１）類似業務の受託実績があり、仕様書に記載の業務を遂行する能力、実績が十分に

あること。 

(2)東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける競争入札参加資格において、

申請先自治体「日野市」を登録していること。 

（3）地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当していないこと。 

（4）申込日現在、東京都内において指名停止期間中でないこと。 

（5）会社更生法の適用を申請したものにあっては、裁判所より更生計画の認可決定を

受けていること。 

（6）民事再生法の適用を申請したものにあっては、裁判所より再生計画の認可決定を

受けていること。 

（7）日野市契約における暴力団等排除措置要綱に基づく排除措置を受けていないこ

と。 

（8）応募に関して必要となる費用は、すべて応募者の負担とすること。 

 



４．公募スケジュール 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

５．応募書類 

 

提出書類 備考 部数 

 ① 参加表明書（様式１） 
必要事項を記載の上、代表者

印を押印ください。 

原本１部 

副本４部 

② 
業務実施体制（１）、（２） 

（様式２） 

 

③ 業務責任者実績書（様式３）  

④ 会社概要（様式 4）  

⑤ 企画提案書（任意様式） 

・原則Ａ４版両面仕様とし、縦

横は問いません。 

・仕様書、審査基準を参照の

上、作成してください。 

⑥ 見積書（任意様式） 

委託費用の上限額の範囲内

で、全ての経費を出来るだけ

詳細に、経費区分が分かるよ

うに具体的に積算してくださ

い。 

公募開始 令和７年２月 28日（金） 

参加申込受付期間 令和７年 2月 28日（金）～３月 12日（水） 

質問受付期間 令和７年３月３日（月）～３月 7日（金） 

質問への回答 令和７年３月 12日（水） 

提案書受付期間 令和７年 3月 3日（月）～３月 24日（月） 

審査 令和７年３月２６日（水） 

審査結果通知 令和７年４月２日（水） 

契約 令和７年４月１０日（木）以降 



 

(1)書類作成にあたっての留意事項  

・全ての項目について記載してください。 

・項目の追加・削除はしないでください。 

・文字の大きさは原則１１ポイント以上としてください。 

・提出にあたっては、①〜⑥順に並べて提出してください。 

・参加申し込みを先行して行う場合には、３月１２日（水）までに①のみ提出してください。 

 

(2)資料・様式の入手方法  

本プロポーザルに必要な資料、様式等は市ホームページに掲載します。各事業者で

入手してください。 

 

(3)応募書類の取扱い  

・応募書類について、提出後の変更は認められません。 

・応募書類その他応募者から提出された書類は、返却いたしません。 

・応募書類の著作権は応募者に帰属しますが、審査等において必要な場合は無償で

日野市が使用できるものとします。 

・応募内容については、審査終了後など必要に応じて、その内容を公開する場合が

あります。応募内容のすべてが公開の対象となりますが、応募者の正当な利益を

害するおそれがあるものについては、非公開とします。 

 

６．提出について 

 

(1)提出期限 

令和７年３月 24日（月） 午後５時 （必着） 

(2)提出先 

〒１９１－８６８６ 

東京都日野市神明１丁目１２番地の１ 

日野市議会事務局 

(3)提出方法 

郵送又はご持参ください。電子メールでの提出はできません。 

 

 

 



７．質問と回答 

 

(1)提出方法 

質問は必ず質問書（任意）を用い、電子メールで行い、送信後は必ず受信を電話で

確認してください。なお、電話等による質疑は一切受け付けません。 

(2)受付期間 

令和７年３月３日（月）～令和７年３月 7日（金）午後５時 

(3)提出先メールアドレス gikai@city.hino.lg.jp 

(4)質問への回答 

令和７年３月 12日（水）に市ホームページに掲載します。 

 

８．審査及び候補者の選定 

 

(1)審査評価等 

①審査の流れ 

委託事業者の選定に当たっては、企画提案を公募し、提出された企画提案の内容 

について、書面及び提案者のプレゼンテーションを審査会で審査します。 評価の結

果、もっとも高い評価を得た順に、最優秀提案者及び優秀提案者をそれぞれ１者ず

つ決定します。 

②審査の評価点 

「日野市議会電子文書運用支援業務事業者選定評価書」のとおり。 

なお、各項目における評価点が０点の場合においても即時失格とはせず、総合的

な審査に基づいて評価します。 

③追加説明等 

審査のために必要があると認める場合は、応募者に対し説明を求めることがあり

ます。 

 

(2)審査 （書類審査及びプレゼンテーション審査） 

提案書等をもとに審査委員に対し説明を行い、あわせて質疑応答を行います。 

①実施日時 

令和７年３月２６日（水） 

※発表順については、参加表明書類受領日時の遅い事業者より順番に行います。

各社の説明の順番及び時間については、別途事務局より電子メールにて連絡します。 

 



②審査会場 

日野市神明１丁目１２番地の１ 日野市役所６階 

※議会事務局窓口にお越しください 

③時間配分 

提案説明：1０分、質疑応答：１０分 

④出席者 

提案説明には、本委託を受託した場合の管理責任予定者又は実務担当予定者が

必ず出席してください。 

 

(3)その他 

・次のいずれかの次項に該当する場合は失格とします。 

①提出書類に虚偽があったとき。 

②審査の公平性に影響を与える行為があったと認められるとき。 

③契約締結時点において、応募資格を満たさない場合。 

④その他、本要領の内容に適合していない場合。 

・審査結果に異議の申し立てを行うことはできません。 

・見積価格が予算額を超えた場合には、審査自体を行いません。 

・プロポーザル審査は、参加申請が１者であっても実施します。 

 

９．審査基準 

 

別紙「日野市議会電子文書運用支援業務事業者選定評価書」のとおり 

 

１０．結果の通知 

 

審査の結果（提案の採否）は、後日、書面で通知するとともに、市ホームページで公表

します。 

 

１１．その他 

 

(1)最優秀提案者を委託候補者として、市は委託契約締結に向けた仕様・価格等の協

議を行います。ただし、最優秀提案者との協議が不調となった場合、市は優秀提案者と

協議を行うものとします。 



(2)仕様書及び提案書等の記載事項を踏まえて受注候補者と協議し、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２３４条に定める随意契約により、速やかに契約手続きを進める

ものとします。ただし、本業務の目的達成のため、提案協議により必要な範囲において項

目を追加、変更、削除することがあります。また、これにより見積額を超えない範囲で契

約内容及び契約額等の調整を行うことがあります。なお、受注候補者が応募資格を満た

さないと判明した場合や、その他の理由により契約の締結が不可能となった場合は、次

点者と順次交渉するものとします。 

 

(3)参加表明手続きを行った後、都合により企画提案に参加しないこととなった者は、

参加辞退届（任意）をご提出ください。 

 

１2．事務局 

 

日野市議会事務局 庶務調査係 担当 宮川 

郵便番号 191-8686 

東京都日野市神明一丁目 12番地の 1 

電話番号：042-514-8007 

E-mail: gikai@city.hino.lg.jp 


